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ルールづくり
（ルールの在り方を考える）
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ルールづくり

概　　要

1 はじめに
　法もルールの一つですが，このテーマでは，ルール一般について取り上げています。
　ここでは，公共的な事柄について複数の見解が対立している事例や，誰かの自由が他者の自由と衝突
している事例を設定し，それぞれの立場に分かれて意見を主張し，その後，異なった意見を調整して合
意形成を行い，あるいはルールを作成させるなどのロールプレイ型の指導案などを提示しています。
　その中で，生徒たちから，「どのような結論が正解なのか」という質問を受けることがあるかもしれま
せんが，決まった正解はありません。
　もっとも，どのようなルールでもよいというわけではなく，相対的によりよいルール，つまり，正義に
かなった公正なルールとなることを目指し，「ルールの意義・必要性」，「どのようにルールを作るか（手
続の公平性）」，「どのようなルールが良いか（ルールの内容）」などの点をよく検討した上で，ルールを作
ることが大切です。
　そのため，授業を行う際には，合意形成やルールづくりを体験する中で，どのような内容であれば合意
できるか，どのようなルールであれば従うことができるかを考え，作ったルールを評価・吟味することで，
ルールに対する理解をより深めることを重視していただきたいと思います。
　また，ルールは，人々の社会生活を円滑にするための手段ですから，社会情勢の変化や新たに生じた
問題に対応するため，既存のルールを見直す場合があります。

2 ルールの意義・必要性について
　社会には，様々な価値観や考え方を持った人々が存在しています。このような人々がそれぞれ自由に
行動しようとすると，他者の自由と衝突することがあります。
　例えば，「室内で犬を飼いたい」と思っているＸさんと，「静かな生活を送りたい」と思っているＹさ
んが隣同士の部屋に暮らしていたとします。Ｘさんが自分の希望のとおりに行動し，犬を飼い始めた場
合，犬の鳴き声で，静かに暮らしたいというＹさんの自由と衝突してしまうかもしれません。
　このように，自由同士が衝突した場合に，ルールがなければどうなるでしょうか。強い立場の人や多数
派の自由ばかりが優先され，弱い立場の人や少数派は自由な活動ができなくなってしまうかもしれません。
　そのような事態にならないよう，お互いの自由を尊重した上で，調整を行うためにルールは存在して
います。ルールは，人々が円滑な社会生活を行う上で必要なものなのです。
　もちろん，自由同士が衝突・対立し得る場合には必ずルールを作るべきだというわけではなく，ルー
ルを作らず，個人個人の考えや行動に委ねた方が望ましい場合も考えられます。
　また，実際にルールを作るべきかどうかを検討するに当たっては，検討の基礎となるべき事実を正しく
認識することも重要ですし，ルールを作る際は，そのルールの目的や機能だけを考えるのではなく，その
ルールが社会全体の中でどのような機能を果たすことになるかを評価する視点を持つことも必要です（さ
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もなければ，せっかく作ったルールがかえって社会の人々にマイナスを及ぼすことにもなりかねません。）。
　ですから，ルールづくりの授業を行うに当たっては，そもそもルールを作るべきなのか，作るとして
もどの範囲でルールを作るべきかについても考えるなど，様々な観点から考察することで，ルールの意
義・必要性への理解がより深まると思います。
　また，たとえルールが存在していたとしても，誰も従おうと思わないルールでは意味がありません。
ルールを作るときの大切なことの一つに，ルールの適用を受ける人たちがそのルールに納得するという
ことがあります。一人でも多くの人たちの納得を得るためには，どのようにルールを作るか（手続）と，
どのようなルールが良いか（内容）の二つのポイントがあります。

3 どのようにルールを作るか（手続の公平性）
（ 1）みんながルールづくりの過程に参加していること
　例えば，学校全体に関わるルールであるにもかかわらず，自分のクラスだけがそのルールを作る話
合いに参加できなかったら，どう思うでしょうか。「勝手に作られたルールなんて守りたくない」と思
うのではないでしょうか。そのルールによって自分たちが不利益を受けるのであれば，なおさらです。
　反論したり，意見を述べたりする機会を与えられないまま，一部の人たちだけで作ったルールでは，
そのルールによって不利益を受ける人たちの納得は得られません。自分たちが主体的に参加し，作成
したルールだからこそ，守らなくてはならないという気持ちになるのです。また，ルールを作る際には様々
な観点からの考察を加えることが重要ですから，様々な立場の人がルールづくりに関与することは，よ
りよいルールを作るためにも有益です。つまり，みんなに関係するルールはみんなで決める，みんなが
ルールづくりの過程に参加する，ということが大切なのです。
　この「みんなのことはみんなで決める」という考え方を民主主義と言います。
（ 2）少数者への配慮
　それでは，みんながルールづくりの過程に参加すれば，どのようなルールを定めてもよいのでしょうか。
　ルールには，1対 1の関係を調整する場合と，多数の利害を調整する場合があります。そして，多
数の利害を調整する場合には，多くの場合，少数の立場が生まれます。ルールを作るときに大切とな
るのが，この少数の立場への配慮です。
　みんなでルールを決めるとき，話合いで折り合いが付けば良いのですが，話合いで決まらない場合
に決着を付ける一つの手段として，多数決があります。集団の意思の決定には，多数決が適しており，
みんなで話し合って多数決で決定したことは，みんなで守ることが大切です。
　しかし，多数決には，時として，少数者の利益を不当に侵害しかねない面もあります。いくら，みん
なが話合いに参加していたとしても，多数決によって，個人の尊厳を否定したり，特定の少数者だけが
不当に不利益を被ったりするルールを定めることは許されません。
　例えば，学年集会で騒いだ生徒に対して反省を促す目的で，多数決によって，「 1か月の間，学校内
で誰とも話をしてはいけない」といったルールを定めることは，当該生徒の人格や気持ちを無視し，個
人の尊厳を否定するものであり，許されません。
　また，部活動に所属している生徒が35人，所属していない生徒が 5人というクラスにおいて，多数
決で掃除当番を決めるに当たり，「部活動に所属していない 5人が日替わりで掃除当番となる」といっ
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たルールを定めることは，特定の少数者だけが不当に不利益を被るものであり，許されません。
　自分が少数者の立場に立ったときのことを想像すれば，そのようなことが許されないことはイメージ
しやすいのではないでしょうか。

4 どのようなルールが良いか（ルールの内容）
　ルールの内容を評価する視点としては，次のようなものがあります。
（ 1）�手段の相当性（目的達成のために役に立つルールであるかどうか，役に立つとしても，手段と

して適切か）
　例えば，SNSでのいじめを防止するため，「学校でも家でもスマートフォンを持つことを一切禁止する」
というルールが作られたとします。
　このようなルールについては，スマートフォンの所持を禁止しても，いじめがなくなるわけではない
一方で，家庭の都合などで連絡用にスマートフォンを使っていた生徒にとっては，必要な連絡手段が
奪われてしまうことになります。
　このようなルールは，目的達成への寄与度が低い上，特定の人に過大な不利益を与えるものであり，
手段の相当性が欠けたルールと言えます。
（ 2）明確性（意味がはっきりと分かるか，複数の解釈ができないか）
　ルールの内容が明確でないと，そのルールが何を意味しているのかを巡って混乱が生じますし，紛
争の解決にも困難を生みます。そのようなことがないように，誰が見ても，はっきりと意味が分かるよ
うに表現することが必要です（※）。
　例えば，「部活動の雰囲気を乱した人は，部活動に来てはならない」というルールがあったとします。
このようなルールだと，「部活動の雰囲気を乱した」という部分が何を意味するのか曖昧であり，人によっ
てその解釈が異なるため，明確性が欠けたルールと言えます。
※　なお，実際の法律の規定には，様々な理由から明確化できないことがやむを得ないとされているもの，あえて明確化せずに抽
象的な原理を宣言する意義が認められているものも珍しくありません。例えば，民法第 １条第 ３項には，「権利の濫用は，これ
を許さない」という規定があります。
　　つまり，ルールを明確化することは重要ですが，それだけがルールの善し悪しを決める判断基準なのではなく，ルールの目的
に応じたルールづくりが必要なのです。

（ 3）平等性
　ここでいう平等性とは，立場を入れ替えてもそのルールを受け入れられるということを意味していま
す。みんなが全く同じ取扱いを受けるべきだということを意味するのではありません。
　例えば，男子生徒が掃除をさぼって女子生徒ともめることが多いクラスで，「掃除は男子生徒のみで
行う」というルールを作ったとします。女子生徒からすると，このルールに納得するかもしれませんが，
もし，女子生徒に男子生徒と立場を入れ替えて考えてみたらどうか，と問えば，そのルールを受け入れ
ることはできないと考えるのではないでしょうか。このようなルールは，平等性が欠けたルールと言え
ます。

　以上のような点に着目し，作成したルールについて評価する機会を設けると，生徒の理解がより深ま
るものと思います。�
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